
公 示 

 

 

次のとおり、契約の相手方を公募します。 

 

令和８年２月２日 

 

                                     支出負担行為担当官 

                                       国立医薬品食品衛生研究所 

                                         総務部長  本間 敏孝 

 

１ 募集内容 

（１）事業名 

JNM-ECZ800R/Ml 型核磁気共鳴装置 一式 保守 

（２）事業内容 

仕様書による（配布は４（２）の場所にて行う。）。 

 

２ 公募に必要な資格に関する条件 

（１）予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（２）厚生労働省から業務等に関し指名停止の処分を受けている期間中でないこ

と。 

（３）令和 07・08・09年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において

「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされ、関

東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（４）資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していない者であること。 

（５）経営状況、信用度が極度に悪化していない者であること。 

（６）その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が

定める資格を有している者であること。社会保険料等（厚生年金保険、健康保

険、（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年金、労働者災害

補償保険及び雇用保険をいう）に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない

こと。 

（７）この公募の意思表示書類提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管

する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行

政機関から公表されたものに限る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正

な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがない

こと。 

※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ４（２）の意思表

示先へ照会すること。 

   

 



３ 特殊な技術及び設備等の要件 

（１）JNM-ECZ800R/Ml 型核磁気共鳴装置の定期保守及び不具合発生時の対応能力

を有すること（詳細は仕様書による）。 

 

４ 公募の内容等の条件を満たす旨の意思表示 

この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により

意思表示を行うこと。 

（１）意思表示期限 令和８年２月 18 日（水）15 時 00 分必着 

（２）意思表示先 〒210-9501 神奈川県川崎市川崎区殿町３－25－26 国立医薬品

食品衛生研究所総務部会計課調度係 

電話 044-270-6600（内線 1136、1137） 

（３）意思表示方法 上記へ郵送又は持参 

（４）意思表示様式 別添１のとおり 

（５）提出書類 ①別添意思表示、及び法人概要等 

②「２ 公募に必要な資格に関する条件」の（３）令和 07・08・

09 年度全省庁統一競争参加資格の資格審査結果通知書の写

し。 

③暴力団等に該当しない旨の誓約書（別添２） 

④厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこ

と等を誓約する自己申告書（別添３） 

 

５ その他 

 （１）説明会 

実施しない。本公募に関する質疑がある場合には、メールにて送付すること。

（様式は任意。送付先 procurement@nihs.go.jp） 

 （２）公募の結果、参加者が複数の場合は一般競争入札を行うものとする。 

 （３）４（５）③に示す誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約

書に反することとなったときは、当該者の公募内容等の条件を満たす旨の意

思表示を無効とするものとする。 

 （４）契約締結日は令和８年４月１日とする。 

 （５）ただし、契約締結日までに令和８年度の予算（暫定予算を含む。）が成立

しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 

また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する算定予算の期間分

のみの契約とする場合がある。 

  



別添１ 

 

令和  年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

    国立医薬品食品衛生研究所 

    総務部長  殿 

 

                                   所在地 

                                   商号又は名称 

                                   代表者氏名                     

 

 

JNM-ECZ800R/Ml 型核磁気共鳴装置 一式 保守に係る 

公募条件を満たす旨の意思表示について 

 

当社は、貴所が公募する標記業務について応募したいので、その旨を表示します。 

 なお、当社は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。 

 

記 

（１）当社は、予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しません。 

（２）当社は、予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しません。 

（３）当社は、厚生労働省から業務等に関し指名停止の処分を受けていません。 

（４）当社は、令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て、「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされ、関東・

甲信越地域の競争参加資格を有しております。 

（５）当社は、資格審査申請書等に虚偽の事実を記載しておりません。 

（６）当社は、経営状況、信用度が極度に悪化しておりません。 

（７）当社は、公示の「３ 特殊な技術及び設備等の要件」を全て満たしています。 

（８）当社は、その他予算決算及び会計令に第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当

官が定める資格を有している者です。社会保険料等（厚生年金保険、健康保険、（全

国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇

用保険をいう）に加入し、該当する制度の保険料の滞納はありません。 

（９）この公募の意思表示書類提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法

令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公

表されたものに限る。）を受けてはおりません。 

 

                                      （担当者） 

                                        所属部署 

                                        氏名 

                                        連絡先 



別 紙－７別添２ 

 

誓  約  書 
 
 □ 私 
 □ 当社 
は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあ
りません。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること
となっても、異議は一切申し立てません。 
 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 
 

記 
 
１ 契約の相手方として不適当な者 
(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者
をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同
法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしているとき 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 
(1) 暴力的な要求行為を行う者 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 
 

令和   年   月   日 
 

住    所                  
商号又は名称                  
代表者氏名                 

 
 支出負担行為担当官 
  国立医薬品食品衛生研究所総務部長  殿 
 

 
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 



別添３ 

自己申告書 

 

 

下記の内容について誓約いたします。 

なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項

を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不

利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

２ 過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法

令違反により送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表

されたものに限る。以下同じ。）を受けていないこと。 

３ 直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康

保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近

２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保

険料をいう。）について、一切滞納がないこと。 

４ 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 

５ 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違

反により送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けた場合には、速や

かに報告すること。 

６ 前記１から５について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委

託先についても同様であること。 

 

 

令和  年  月  日  

住所                    

    商号又は名称                

     代表者氏名                

 

支出負担行為担当官 

国立医薬品食品衛生研究所 

総務部長 殿 

 

 



 

仕 様 書 

 

１．対象機器及び数量 

JNM-ECZ800R/Ml型核磁気共鳴装置 一式 保守 

＜内 訳＞ 

・ 800MHz超伝導マグネット（液体ヘリウム充填含む） 

・ 分光計 

・ データシステム 

・ 800MHz用コールドプローブ 

・ ウルトラクールシステム 

・ 同上用冷却水循環装置 

・ 液体窒素自動供給装置 

・ 同上用冷却水循環装置 

・ 日常点検ソフト Spec Scan Daily 

 

２．業務内容 

 （１）定期保守 

① 専門の技術員を派遣して対象機器装置の保守点検を実施すること。 

② 上記の保守点検は契約期間内 1回実施すること。 

③ 契約額に労務費・交換部品費を含むこと (消耗品は除く)。 

 （２）定期保守以外の措置 

① 故障発生時、コールに基づき専門の技術員を派遣して修理を実施すること。 

② 回数の制限は設けないこと。 

保守契約は、故障発生時に専門の技術員を派遣し修理することを含む契約であり、故障発生に

伴い都度対応が必要なため、回数を設けることができない。 

③ 契約額に労務費・交換部品費を含むこと (消耗品は除く)。 

労務費とは技術員の交通費、作業費を指す。交換部品は、1 の対象機器に含まれるユニットの

交換部品（信号ケーブルなど）を指す。 

④ 次年度以降の保守業務の最適化に資するために、保守業務の実績を踏まえて、効率的・経

済的な保守業務の範囲と業務内容の提案を契約期間終了の３ヶ月前に行うこと。 

 

３．作業実施上の留意点事項 

ア 火気の使用に当たっては十分に注意すること。 

イ 電気、ガス、水道の使用に当たっては極力節約に努めること。 

ウ 水の使用又は機械器具等の使用により建物・器物に損傷を与えないこと。 

 

４．保守契約期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

５．検査 



 

  受注者は、業務完了の都度、国立医薬品食品衛生研究所の指示により検査を行い、また、国立

医薬品食品衛生研究所職員の行う検査に立ち会いのもと合格しなければならない。 

 

 （事業担当）国立医薬品食品衛生研究所生薬部第二室    電話番号 044-270-6521 

 （契約担当）国立医薬品食品衛生研究所総務部会計課調度係 電話番号 044-270-6614 


